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1　はじめに

　世界は温室効果ガスの排出削減に向けて着実に
歩み出している．目標実現のためには部門ごとに
その事情に応じた削減対策 ,そして EUの Fit for 

55（EU, 2021）のような部門を横断した統合的な
戦略も必要になる．モビリティと総称される運輸・
交通部門も例外ではない．モビリティ部門からの
温室効果ガス排出は，どの国にでも大きな割合を
占め毎年の増加も著しい．
　本稿ではモビリティは，移動を総称することと
する．交通手段を使ったものだけでなく徒歩など
も含むことにしたい．これによって，「ラスト
（ファースト）・ワン・マイル」と言われる最寄
りの交通拠点から目的地までを切れ目なくつなぐ
移動を検討することができる．また，これまでの
モビリティ部門の対策において見過ごされがちで
あった利用者側からの視点の対策のあり方につい
ても，日本（千葉県柏市）の事例（Ozaki et al., 

2021）を用いて述べたい．

2　モビリティ需要者としての利用者

　これまで，モビリティは，供給側の視点で議論
されてきた．供給側の視点とは，交通・運輸サー
ビスを提供する側であり，鉄道，バス，船舶など
を運行し，利用者にサービスを提供する運営側を
指す．それぞれのサービスは，サービスごとに独
立して運営され提供されてきたため，サービスご
との運営組織間の競合，サービス間の接続の問題
など利用者にしわ寄せの来る場合が多い現状であ
る．「移動」はすべての人々に提供されるべきサー
ビスであるが，特に日本においては移動にハン
ディのあるような利用者の視点はあまり取り入れ
られることがなかった．

　利用者側の視点が必要なのは，ハンディキャッ
プのある利用者のためだけではない．その毎日の
行動，習慣のあり方が，インフラストラクチャー
のあり方と深く関連するため，それを使いこなす
力量も必要である．ここではインフラストラク
チャーは，物理的な工作物だけでなく法制度や慣
習などソフトな社会生活基盤も含む．人々のモビ
リティ利用は，そのエネルギー提供にかかる物理
的なインフラストラクチャーだけでなく，交通規
則などにも大きく影響される．インフラストラク
チャーと生活者の間の関連を議論するものとし
て，Practice theory（日本語で慣習理論もしくは
実践理論と訳される，Spurling et al., 2013など）
が 2000年代以降，欧州を中心に議論されるよう
になってきた．この理論は，モビリティに当ては
めた場合，「（実践理論は）輸送サービスの科学技
術・インフラストラクチャー，それらを使いこな
す能力・知識・スキル，そしてそれらに付与され
る意味について議論・分析する」理論であると言
うことができる（Ozaki et al., 2021, p. 1）．この時 ,

利用者のスキルに関しては環境の持続可能性につ
いて明示的に関連して議論されることはない．し
かし，利用者の能力・充分なスキルを検討対象と
することは，経験や毎日のルーチンになっている
行動を基盤として持続可能性を議論するためには
重要かつ不可欠である （Ozaki et al., 2021, p. 1）．

3　公正な移行（Just�Transition）の視点の必要性

　日本は，世界の中で高齢化が進み，特に地方に
おいて公共交通はかなり経営が苦しい状況になっ
ている．中山間地では既にバスなどの採算が取れ
るだけの利用客は見込めず，乗用車もしくはタク
シーしか残らない所も多い．首都圏の東京通勤圏
においても同様である．団塊の世代が退職し子供
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の数も減少した．そのため通勤・通学利用が大き
く減少し，公共交通の採算性が悪化した．通勤・
通学者の場合には鉄道駅など基幹交通との接続が
重要であったが，高齢者の場合には，基幹交通網
への接続よりも，病院など日常的な目的地へのア
クセスが重要となる．さらに，バス停などアクセ
スポイントまでの距離や到達手段，料金について
も検討が必要である．利用料金の安価なバスや鉄
道などの駅やバス停から，自宅もしくは病院など
の最終目的地までの移動はタクシーや自家用車の
送迎などに頼らざるを得ず，個人の負担は大きい．
モビリティ分野の脱炭素移行に公正な移行の視点
をどう政策に取り入れていくかは今後重要な論点
になるであろう．

4　利用者からみたシステムの展開

　モビリティサービスの利用者は，支払い可能な
料金とかかる時間，利用可能な手段を組み合わせ
て移動経路を決定し，出発地から目的地に移動す
る．表 1にあるように，ほぼ（平日）毎日，ほぼ
同じ経路・手段を利用する通勤・通学，日々の食料・
日常品の調達，営業などの業務，通院などが移動
の目的にあげられる．一方，それぞれの目的に沿っ
た移動のモード（手段）がある．徒歩，自転車，
バイク，バス，鉄道等である．脱炭素化の第一段
階は，移動のモードの中でできるだけ低炭素の手
段を選ぶことである．第二段階は，二酸化炭素の
主な排出源である動力源を電気（EV）もしくは水
素（FCV）に「置き換える」ことである．その途
中段階ではハイブリッド（HV）もあり得る．第三
段階は，「システムの一部を修正する」ことである．

カーシェアリングや地域共同バス等である．
　第四段階の「システムを変更する」段階では， 
MaaS（Mobility as a Service）（総務省，2021；国
土交通省，2021など）や宅配などへの置き換え
が当てはまる．MaaSは，利用者からみて「移動」
が 1つのサービスとして切れ目なく利用できるよ
うに構築されたシステムである．利用者は一定期
間（1年間など）に一定額で契約しただけの交通
モードを利用できる料金設定が一般的である．
MaaSの経営体として全体を脱炭素化していけば
良いので，脱炭素の移動手段を導入・更新しやす
い．また，料金を個別に徴収しないので，タクシー
やバスから直接電車に乗り入れるような設計な
ど，ハンディキャップのある人々の利便性も上げ
ることが可能となる（日高他，2018）．
　モビリティのあり方の変化はモビリティをめぐ
るガバナンスのあり方も変える．図 1は，そのガ
バナンス・アプローチとそれに対応するモビリティ
の深化をまとめたものである（Schwanen. 2021, p. 

685）．ここでは，“just transition”（公正な移行）
に着目しているが，現在の脱炭素社会構築の議論
が技術と経済に偏っており，公正な移行という側
面から見た場合に，「移行」の恩恵が低所得者な
ど社会的弱者に届きにくいという問題があり，政
策的な対応が必要なことによる．
　この図においては，現状から管理改革に進化し，
さらに構造改革から転換（transformative）へと
ガバナンス・アプローチが深化する．その特徴は，
市場誘導型から，ボトムアップによる意思決定へ
と深化し，さらにシステム自体の変化，政治経済
システム自体の見直しへと進んでいく．例えば，

表 1　モビリティの脱炭素化を利用者の立場からみる

移動のモード 従来のものの置き換え システムの一部を修正する システムを変更する

移動の目的
必要に応じて
組み合わせる

動力源を置き換える
手段を変える／
公共交通整備

新しいシステムの導入

通勤・通学

徒歩，自転車，バイク，
自家用車，バス，ミニバン，

鉄道，飛行機等

電力化

水素（燃料電池車等）

カーシェア
地域共同バス

MaaS （Mobility as a 

Service） system

買い物に行く→
宅配の利用へ

食料・日常品調達

業務（営業など）

通院など

配達

注：筆者ら作成．
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「現状」はボランタリーに特徴があり，市場誘導
がキーワードである．技術的代替と財政的なイン
センティブによるものが主な手段となる．「管理
改革」の段階においては，システムの標準や規則
等の変更によるものが主な手段となり，法令規則，
インフラなどのインセンティブ，不利な状況者へ
の配慮，ボトムアップによる意思決定への参加な
どによる改革が進行する．さらに，「構造改革」
から「転換」の段階になると，制度的な変化が生
じ，ビジョン提示等へと進み，さらに政治経済と
社会制度の総点検が行われる．あらゆる不利を克
服するようなシステム変革へと進む．以上のよう
に，技術的・経済的は変化だけでなく，ビジョン
提示とそれに向けた制度の変革，不利な状況にい
る社会的な層への配慮がガバナンスの深化と共に
進行していく．

5　千葉県柏市の事例

　千葉県柏市は，モビリティ関連においては早い
時期から様々な試行が行われてきた．ここでは
1960年代後半から 1970年代の一般家庭での自動
車普及期以前に東京通勤圏内の住宅団地として開
発された南部地域と，15年ほど前に市町村合併
で柏市と合併した旧沼南地域を対象とする事例に
ついて紹介する（Ozaki et al., 2021）．旧沼南地域
は地域のほとんどが農業振興地域に指定された地
域で，この土地利用規制により広く農地が残る．

南部地域は住民が高齢化し，自家用車に対応して
いない狭い街路が主である．両地域は東武鉄道線
を境にして隣接する．共通するのは両地域とも地
域でのバス運行が採算面で廃止となり，現在，市
がジャンボタクシー（ワゴン車），カシワニクル
（タクシーを利用した乗合自動車）を運営し地域
住民の足を確保していることである．我々は，実
際に運行しているルートに乗り，利用者および運
営者，市の担当者へのヒアリングを行った．その
結果，自家用車の運転のできない高齢者を中心に
生活の質の向上に大きく役立っており，また自家
用車の利用の低減にも寄与し，表 1の第 3段階
（システムの一部修正），図 1の第二段階の管理
改革の段階を実現しつつあり，地域の移動の脱炭
素化にも貢献していることがわかった．

6　まとめ

　本稿では，モビリティをとりあげ，脱炭素社会
の構築と公正な移行を利用者視点でのモビリ
ティ・システムの構築により達成できることを指
摘した．脱炭素社会への移行は，技術や経済性だ
けで語られるべきではない．持続可能な開発の「公
正」面の議論も必要不可欠である．
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2050ネットゼロに向けた電気自動車の 
更なる普及促進策の検討

清水延彦

1　はじめに

　2050年ネットゼロ実現に向けて温室効果ガス
排出量の削減が急務であるが，2019年度排出量
確報値（環境省，2021）では 2013年度比で
14.0％減であり，政府の掲げる 2030年時点で同
46％減という目標に照らしても，一層の努力が必
要である．中でも，運輸部門からの排出は，二酸
化炭素排出量で見て全体の 18.6％（発電及び熱の
生産に伴う排出量を最終需要部門に配分した後の
値）で，産業部門に次ぐ第 2位を占める一方，近
年のモビリティ変革に伴う排出削減の可能性か
ら，排出削減施策のターゲットとして注目される．
　排出の大半を占める自動車排出（2019年度で
86.2％（国土交通省，2021））に関しては，従来
から，燃費基準の引き上げ，燃費基準達成度合い
に応じた車体関連税制の優遇や車体購入費用の補
助によって，排出削減に寄与する高効率の自動車

の普及が進められてきた．これにより日本では
HVの普及が進み，2019年時点で全国保有台数約
8179万台（軽自動車含む）（自動車検査登録情報
協会，2021）のうち約 1068万台（13.1％）を HV

が占めている（次世代自動車振興センター，
2021a）．一方，近年，世界では自動車の完全電化
の潮流が強まり，日系メーカーも相次いで電気自
動車（EV）の新型車を発表している．
　本稿では，日本でも EVが普及期に入ろうとす
る中で，EV普及の課題を踏まえながら，さらな
る普及施策の必要性を論ずる．

2　EV普及の現状と課題

2.1　EV普及の現状と普及の意義
　EVは，日本では表 1のとおりいまだ自動車販
売合計の 1％にも満たず，2020年度末累計でも全
国で約 12万台（全保有台数の 0.15％）に過ぎな
い．自動車の排出削減の達成方法を巡っては議論
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